
 「特定口座に係る上場株式等信用取引等約款」新旧対照表 
 
 

平成 21 年 10 月 15 日 
（下線部分改正） 

新 旧 

（特定口座開設届出書等の提出） 
第２条 お客様が当社に特定口座の設定を申

込むに当たっては、あらかじめ、当社に対

し、租税特別措置法第 37 条の 11 の３第３

項第一号に定める特定口座開設届出書を提

出しなければなりません。 
２ お客様が特定口座内保管上場株式等の譲

渡による所得について源泉徴収を希望する

場合には、あらかじめ、当社に対し、租税

特別措置法第 37 条の 11 の４第１項に定め

る特定口座源泉徴収選択届出書を提出しな

ければなりません。なお、当該特定口座源

泉徴収選択届出書が提出された年の翌年以

後の特定口座内保管上場株式等の譲渡につ

いては、お客様から源泉徴収を希望しない

旨の申出がない限り、当該特定口座源泉徴

収選択届出書の提出があったものとみなし

ます。 
３ お客様が当社に対して租税特別措置法第

37 条の 11 の６第２項に規定する源泉徴収

選択口座内配当等受入開始届出書を提出し

ており、その年に交付を受けた上場株式等

の配当等を特定上場株式配当等勘定におい

て受領されている場合には、その年最初に

当該上場株式等の配当等の支払が確定した

日以降、当該年に特定口座内保管上場株式

等の譲渡による所得について、源泉徴収を

希望しない旨の申出を行うことはできませ

ん。 
 
 

以 上

 
 

（特定口座開設届出書等の提出） 
（同 左） 

 
 
 
 
２ お客様が特定口座内保管上場株式等の譲

渡による所得について源泉徴収を希望する

場合には、あらかじめ、当社に対し、租税

特別措置法第 37 条の 11 の４第１項に定め

る特定口座源泉徴収選択届出書を提出しな

ければなりません。また、当該特定口座源

泉徴収選択届出書が提出された年の翌年以

後の特定口座内保管上場株式等の譲渡につ

いては、お客様から源泉徴収を希望しない

旨の申出がない限り、当該特定口座源泉徴

収選択届出書の提出があったものとみなし

ます。 
（新 設） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

以 上

 


